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縦覧用 

 

 犬山市農業委員会総会議事録   

 

１．令和６年１２月２５日午後２時００分犬山市役所２階２０５会議室

に於いて犬山市農業委員会を招集した。 

 

１．総会の議案は別紙農業委員会総会議案一覧表のとおりである。 

 

１ ． 当 日 の 出 席 委 員 は 次 の と お り で あ る 。  

 １番  田中  幸子    ２番   宮田  孝   

 ３番  小川  豊    ４番  齋藤  ゆみ   

 ５番   安田  勝明    ６番  斉木  一吉   

 ７番  宮島  直也    ８番  宮地  勝則   

 ９番   河村  修   １０番   田中  隆  欠席  

 

１ ． 本 日 会 議 に 出 席 し た 職 員 は 次 の と お り で あ る 。  

事  務  局  長  山崎  直人  事務局次長 宮田  隆志  

統  括  主  査  大川  佳紀  主  任  主  査  北野  研吾  

主事  中川  碧    

 

１．総会の顛末は次のとおりである。 

 

１．午後２時００分、宮地会長が議長席につき、９名が出席につき会議

は成立する旨を述べ開会を宣す。 

 次 に 議 事 録 署 名 者 ２ 名 の 指 名 を 行 う 。  

 １番  田中  幸子   ２番   宮田  孝  
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それでは議案一覧表に基づき、第４１号議案から第４４号議

案を上程します。  

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

では説明させていただきます。  

議案書１ページをご覧ください。第４１号議案、農地法第５

条の規定による許可申請書意見決定についてです。  

議案書２ページをご覧ください。番号１番。転用の目的は分

家住宅です。  

 

【議案説明】  

 

借人は岐阜県で夫と二人で生活しております。将来の子育て

のことを考えると、現在の住まいが手狭になるため、また、実

家附近で生活することで今後、両親の面倒を見られるようにす

るため、申請地で分家住宅を建てることとなりました。  

地図資料の４ページを御覧ください。申請地の雨水は集水桝

で集めて西側水路へ排水します。汚水は合併処理浄化槽にて処

理し、雨水とともに放流します。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は裏面左側７番、オ－

（ア）－ｂ、エ－（ア）－ｂ－（ａ）の区域に近接する区域に

ある農地で、その規模が概ね１０ｈａ未満であるもので第２種

農地に該当します。許可基準は右側の１０番、イ－（イ）－ｃ

－（ｅ）、住宅その他申請地周辺居住者の日常生活上又は業務

上必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当します。  

 

続いて番号２番。転用の目的は  受電設備の設置です。  

 

【議案説明】  

 

譲受人は申請地の南側で自動車部品製造業を営む法人です。

譲受人が現在業務で使用している変電設備が老朽化により、時
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折停電が発生する等で業務に支障が出ております。新しい受電

設備を必要としていたところ、本社の北側に隣接する土地所有

者と話がまとまり、本申請となりました。  

地図資料の９ページを御覧ください。申請地の周囲にはフェ

ンス等を設置します。申請地の雨水は新設側溝で集めて、本社

の既設側溝へ接続して排水します。汚水の排水はありません。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は裏面左側１２番、エ

－（ア）－ｂ－（ｂ）、街区に占める宅地の割合が４０％を超

えている区域にある農地で第３種農地に該当します。許可基準

は右側の３６番、エ－（イ）、許可をすることができる、に該

当します。  

 

議案書３ページをご覧ください。番号３番。こちらは令和６

年８月農業委員会総会で農振除外の案件として、皆さんに審議

していただいた案件です。転用の目的は駐車場です。  

 

【議案説明】  

 

譲受人は、包装用資材の販売製造等を営む法人で、申請地の

近くに営業所及び倉庫を構えています。令和２年頃、譲受人は

従業員用駐車場が不足し土地を探したところ、譲渡人から申請

地を貸してもよいとの話があり、令和３年から申請地を従業員

用の駐車場として使用しておりました。しかし、申請地が農地

であり、農地法等の手続きがされていない状態であることを知

り、適法の状態で使用するため本申請となりました。  

本申請地は昭和４８年ごろから農地法の手続きを行わずに駐

車場として使用していたため、土地所有者からその旨の始末者

が添付されております。  

地図資料の１３ページを御覧ください。申請地の雨水は敷地

内で自然浸透にて処理をします。汚水の排水はありません。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は裏面左側１２番、エ

－（ア）－ｂ－（ｂ）、街区に占める宅地の割合が４０％を超
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えている区域にある農地で第３種農地に該当します。許可基準

は右側の３６番、エ－（イ）、許可をすることができる、に該

当します。  

 

番号４番。転用の目的は駐車場です。  

 

【議案説明】  

 

譲受人は申請地付近で自動車整備工場を事業主として営んで

おります。また、申請地の西側隣地で自宅を建築しておりま

す。自動車整備業の事業が拡大しており、お客様から預かる整

備車両が年々増えてきており、現在の駐車スペースでは不足

し、車の出し入れ伴い一時的に道路上に停車する必要があり、

近隣住民にご迷惑をおかけしている現状です。新しい駐車ス

ペースを必要としていたところ、譲渡人と話がまとまり、本申

請となりました。  

地図資料の１６ページを御覧ください。申請地の雨水は自然

浸透にて処理をし、処理しきれない場合は現在建築している西

側自宅の集水桝を介して北側水路へ放流します。汚水の排水は

ございません。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は裏面左側１２番、エ

－（ア）－ｂ－（ｂ）、街区に占める宅地の割合が４０％を超

えている区域にある農地で第３種農地に該当します。許可基準

は右側の３６番、エ－（イ）、許可をすることができる、に該

当します。  

 

議案書４ぺージをご覧ください。番号５番。本案件は一時転

用となっております。転用の目的は地盤調査です。  

 

【議案説明】  

 

借人は名古屋市で樹脂製品製造業を営む法人です。現在、申
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請地で工場新築を計画しており、土地の地質や強度等を調査す

る必要があり、ボーリング調査等の地盤調査を行うため本申請

となりました。  

地図資料の１９ページを御覧ください。本事業は地質調査の

みで、土地の整地や造成等は行わないため、雨水の処理等も現

在と同じように処理します。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は表面左側１番、ア－

（ア）、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）第８条第

１項の規定により市町村が定める農業振興地域整備計画におい

て農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域

（農用地区域）内にある農地で農用地区域内農地に該当しま

す。許可基準は右側の１番、ア－（イ）－ｃ、仮工作物の設置

その他一時的な利用に供するために行うもので利用目的を達成

する上で当該農地を供する必要があり、かつ、農業振興地域整

備計画の達成に支障を及ぼす恐れがないものに該当します。  

 

番号６番。転用の目的は地盤調査です。  

 

【議案説明】  

 

借人は小牧市で金属加工用切削工具の製造等を営む法人で

す。現在、申請地で本社工場新築を計画しており、土地の地質

や強度等を調査する必要があり、ボーリング調査等の地盤調査

を行うため本申請となりました。  

地図資料の３１ページを御覧ください。本事業は地質調査の

みで、土地の整地や造成等は行わないため、雨水の処理等も現

在と同じように処理します。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は表面左側１番、ア－

（ア）、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）第８条第

１項の規定により市町村が定める農業振興地域整備計画におい

て農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域

（農用地区域）内にある農地で農用地区域内農地に該当しま
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す。許可基準は右側の１番、ア－（イ）－ｃ、仮工作物の設置

その他一時的な利用に供するために行うもので利用目的を達成

する上で当該農地を供する必要があり、かつ、農業振興地域整

備計画の達成に支障を及ぼす恐れがないものに該当します。  

 

議案書の５ページをご覧ください。第４２号議案、相続税の

納税猶予に関する適格者証明についてです。  

議案書の６ページをご覧ください。番号１番。  

 

相続人が相続した農地について、相続税の納税猶予の適用を

受けるため、本証明願の申し出がありました。申出地は稲作を

行っており、適正に耕作がされておりました。  

 

続いて議案書の７ページをご覧ください。第４３号議案、農

業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律附則第５条第１項

の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。  

 議案書の８ページを御覧ください。今月の案件は３件で、全

て相対での利用権設定となります。整理番号１番から３番が城

東地区の案件となります。  

 

議案書の９ページをご覧ください。第４４号議案、地域計画

の策定に伴う農業委員会の意見決定についてです。  

 

犬山市の地域計画ですが、犬山市内で６つの地区に分けて地

域計画を策定する予定でございます。具体的には、犬山地区、

城東地区、今井地区、羽黒地区、池野地区、楽田地区の６つの

地区になります。６つの地区につきましては、記載の内容はほ

とんど同じですので、犬山地区を元に説明させていただきま

す。  

まず、地域計画は１０年目標の計画のため、当地域計画の目

標年度は令和１６年度となります。犬山市の犬山地区における

地域計画ということで、地域名の欄のところに、対象の農地組



- 8 - 

縦覧用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合を記載しております。  

続いて１番、地域における農業の将来のあり方の、地域計画

の区域の状況ということで、犬山地区内の農地等の面積を計上

しております。犬山地区は白地と青地合わせて９５．２ haと

なっております。その下には、地区内の農地面積のうち、農用

地区域内農地の面積について、田や畑、規模縮小の意向がある

農地等の合計面積を計上しております。  

続いて、地域農業の現状及び課題というところでは、地域計

画の従前の計画である人・農地プランでの記載内容や、今年度

の８月に委員の皆様にもご出席していただきました地域の座談

会で出たご意見を簡単にまとめております。  

続いて２番、農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的か

つ総合的な利用に関する目標については、対象地域の農地の集

積や集約についての目標値を設定しております。犬山市に限ら

ず、他の市町におきましても、基本的には愛知県農地中間管理

機構への貸し付けをもとに地域の担い手へ農地を集積集約化し

ていくということを目標としておりまして、集積目標について

は、現在の集積率が３９．６％で、将来の目標とする集積率は

５０％と設定しております。他の地区におきましても、地区ご

との集積率というのが設定されております。この集積率という

のは、基本的に利用権設定をしている面積を集計したものにな

り、現在の集積率に１５％から２０％上乗せしたものを目標値

として設定しております。  

続いて３番、農業者及び区域内の関係者が２番の目標を達成

するためとるべき必要な措置ということで、こちらは５項目ご

ざいます。  

１つ目、農用地の集積、集団化の取り組みです。地区計画自

体は犬山市が策定しますが、農業委員会やＪＡ等の他組織と連

携して、貸し付けの相談等を含めて地域の担い手への集積集約

化を進めると記載しております。  

２つ目の農地中間管理機構の活用方法については、土地所有

者さんからの意向を踏まえながら、農業委員会、ＪＡ等と連携
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して地域内の農地の集約を進めていくということを記載してお

ります。  

３つ目の基盤整備事業への取組ということで、犬山市内では

水田が多くを占めるため、用水路の修繕や改修等が主になると

思いますが、従前の通り、地域の土木要望に応じて、各種基盤

整備事業の活用に努めるということで記載しております。  

４つ目の多様な経営体の確保、育成の取り組みについては、

今後、担い手さんが不足していく地域につきましては、愛知県

や農業委員会、ＪＡ等と連携して、経営体の確保、育成を通し

て将来的な主要な担い手になるための支援をしていくというこ

とを記載しております。  

５つ目農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作

業委託の取組ですが、基本的に犬山市では主要な担い手に農地

を貸し付けていくという形で農地の管理、保全を計画してお

り、農作業委託等を中心に据えるわけではないため、こちらに

ついては特になしと記載しております。  

続いて任意記載事項についてですが、座談会で地域の方から

出てきたご意見や、従前の人・農地プランの内容を踏まえて該

当する項目についての取り組み内容をより具体的に記載をして

おります。  

次に４番の地域内の農業を担う者一覧、目標地図に位置付け

る者というところで、該当地域の主要な担い手さんを記載して

おります。こちらの担い手さんに今後、農地を集積集約化して

いくということで位置付けております。犬山地区ですと９経営

体ございまして、現状の経営面積３７．７ｈａ、こちらが９経

営体に対して利用権設定等で貸し付けがされている農地面積と

いうことになります。表の右側には本計画の目標年度である令

和１６年度時点の集積集約化の状況を記載しております。各経

営者の経営面積に増減があると思いますが、こちらは直接経営

者さんに聞き取りをした内容を元に目標値ということで設定し

ております。  

続いて５番の農業支援サービス事業者一覧ですが、犬山市内
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では農業支援サービスを行う民間の事業者はいませんので記載

しておりません。  

次に、６番の犬山地区の目標地図ということで、先ほど、４

番で地域内の農業を担うものの一覧として計上しております経

営体が現在耕作をしている状況をお示ししております。８月に

行いました座談会で、今後の集約や集積を見据えて担い手さん

ごとのエリア分けについて確認をさせていただいたところ、多

くの担い手さんがエリア分けまでは不要ということで、地図内

でエリアを分ける目標地図にはなっておりません。あくまで、

現状利用権設定をして、実際に耕作をしている担い手さんごと

の場所の地図ということになります。  

最後に７番、基盤法第２２条の３、地域計画に係る提案の特

例を活用する場合には、以下を記載してくださいということで

すけれども、犬山市内では活用計画はありませんので記載はし

ておりません。  

説明は以上です。  

 

た だ い ま 事 務 局 か ら 第 ４ １ 号 議 案 か ら 第 ４ ４ 号 議 案 ま で の 説

明 が あ り ま し た 。 こ れ に つ き ま し て 質 問 と か ご 意 見 は ご ざ い ま

せんでしょうか。  

 

私 か ら １ つ よ ろ し い で し ょ う か 。 ２ ペ ー ジ の 整 理 番 号 ２ 番 で

す ね 。 農 業 用 倉 庫 の 始 末 書 添 付 の お 話 が 先 ほ ど あ り ま し た が 、

手続きが必要な場合と不要な場合の違いはなんですか。  

 

ただいまのご質問にお答えさせていただきます。  

ま ず 、 農 業 用 倉 庫 を 建 て ら れ る 場 合 、 基 本 的 に は 手 続 き が 必

要 に な り ま す 。 農 業 用 倉 庫 の 面 積 が ２ ０ ０ ㎡ 未 満 の も の に 関 し

ま し て は 、 農 地 法 の 届 出 に よ る 手 続 き を し て い た だ き ま す 。 た

だ 、 ２ ０ ０ ㎡ を 超 え る 場 合 は 、 農 地 転 用 の 許 可 申 請 手 続 き が 必

要 に な り ま す 。 市 街 化 区 域 内 で あ れ ば 、 大 き さ に 関 係 な く 届 出

で済むということになります。  
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ま た 、 土 着 さ せ な い 倉 庫 を 置 く 場 合 で す と か 、 自 分 で 木 材 等

で 組 み 立 て て 倉 庫 を 建 て る 場 合 で あ っ て も 、 基 本 的 に は 都 市 計

画 法 の 規 制 を 受 け る 対 象 の 建 築 物 に な る 可 能 性 が 高 い の で 、 農

業 用 倉 庫 に つ い て ご 相 談 が あ っ た 際 に は 、 我 々 農 業 委 員 会 と 、

都 市 計 画 課 の 方 に も ご 案 内 を し て 、 い ず れ の 法 律 に 対 し て も 適

正に処置できるよう指導させていただいております。  

 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。 基 本 的 に は す べ て 手 続 き が 必 要 だ

と い う こ と で す ね 。 も し 皆 さ ん に 相 談 が あ り ま し た ら 、 原 則 手

続きが必要というお話だけでもしてあげてください。  

そ れ と も う １ つ 、 ４ ペ ー ジ の ５ 番 と ６ 番 の 使 用 貸 借 権 と 賃 借

権、この２つの違いを教えてください。  

 

はい、会長の質問にお答えします。  

ど ち ら も 貸 借 す る こ と に 変 わ り は な い ん で す が 、 賃 借 権 の 方

は お 金 の や り と り が 発 生 し ま す 。 一 方 、 使 用 貸 借 権 は お 金 の や

りとりが発生しない内容になっております。以上です。  

 

あ り が と う ご ざ い ま す 。 も う １ つ だ け 、 ６ ペ ー ジ の 相 続 税 の

納税猶予について、制度の説明を簡単にお願いします。  

 

ご質問にお答えさせていただきます。  

相 続 税 の 納 税 猶 予 で す が 、 被 相 続 人 の 方 が 従 前 農 地 を 耕 作 し

て お り 、 こ の 方 が 亡 く な ら れ た 際 に 、 相 続 人 が 農 地 を 相 続 さ れ

る ん で す け れ ど も 、 そ の 際 に 相 続 税 を 納 め る こ と と な り ま す 。

た だ 、 相 続 人 が 農 業 経 営 を 引 き 継 い で 、 農 地 を 従 前 の 通 り 管 理

す る 場 合 、 本 案 件 の よ う に 農 業 委 員 会 に 証 明 願 を 提 出 し 、 総 会

で 審 査 し 、 発 行 さ れ た 証 明 書 を 税 務 署 へ 提 出 を す る と 、 相 続 税

の 納 税 が 猶 予 さ れ る と い う こ と に な り ま す 。 本 来 で す と 納 め な

い と い け な い 相 続 税 を 、 一 旦 は 納 め な く て も よ く な る の で す

が 、 相 続 税 の 納 税 猶 予 を 受 け た 後 に 、 ３ 年 ご と に 対 象 地 の 耕 作

状 況 を 農 業 委 員 会 の 方 が 現 場 確 認 を 行 い ま し て 、 農 業 委 員 会 が



- 12 - 

縦覧用 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 す る 引 き 続 き 農 業 を 行 っ て い る 証 明 書 を 税 務 署 へ 提 出 す る

こ と を 、 猶 予 期 間 中 続 け る 必 要 が ご ざ い ま す 。 最 終 的 に こ の 相

続 税 が 免 除 さ れ る の は 、 相 続 人 が お 亡 く な り に な っ た と き と い

うことになります。以上です。  

 

相続税の納税猶予の趣旨等を教えてください。  

 

制 度 趣 旨 と し ま し て は 、 た く さ ん の 農 地 を 相 続 さ れ る 方 を 想

像 し て い た だ き た い ん で す け れ ど も 、 た く さ ん の 面 積 を 相 続 さ

れ た 場 合 、 相 続 税 と い う の が 多 額 に な る 可 能 性 が あ り ま す 。 そ

う す る と 農 地 を 売 買 し て 相 続 税 を 納 め る 方 も い ら っ し ゃ い ま

す 。 こ れ が い わ ゆ る 農 地 の 細 分 化 に つ な が る こ と か ら 、 国 の 政

策 と し て 農 地 の 細 分 化 を 防 ぐ と い う 目 的 で 農 業 者 さ ん に 対 す る

特例として猶予制度があります  

 

市街化区域の農地でも本制度を受けることができますか。  

 

市 街 化 区 域 は 基 本 的 に は 納 税 猶 予 の 制 度 を 受 け る こ と が で き

な い ん で す け れ ど も 、 例 外 的 に 、 都 市 計 画 法 に 基 づ く 生 産 緑 地

の 決 定 に よ り 生 産 緑 地 に 指 定 さ れ た 土 地 は 納 税 猶 予 を 受 け る こ

と が で き ま す 。 そ の 場 合 、 生 産 緑 地 と 納 税 猶 予 の 双 方 の 確 認 を

することになります。以上です。  

 

ありがとうございました。  

他に皆さんご質問ご意見、よろしいでしょうか。  

そ れ で は 、 他 に ご 質 問 ご 意 見 も な い よ う で す の で 、 こ こ で 地

区審議をお願いしたいと思います。  

１ ５ 分 ぐ ら い と い う こ と で 、 １ ５ 時 ０ ０ 分 ま で 地 区 審 議 を お

願いします。  

 

午前１４時４５分  地区審議  

午前１５時００分    開議  
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それでは、総会を再開します。  

第４１号議案に入りますが、本議案には河村委員と松山委員

が申請者となっている案件がありますので、農業委員会等に関

する法律第３１条第１項により、河村委員と松山委員はしばら

くの間ご退席をお願いします。  

 

【河村委員  松山委員 退席】  

 

第４１号議案、農地法第５条の規定による許可申請書意見決

定について意見の決定を求めます。  

１番、２番について、城東地区お願いします。  

 

５番の安田です。  

１番、２番について、地区審査の結果、可と認めます。  

 

３番、４番について、羽黒地区お願いします。  

 

６番の斉木です。  

３番、４番について、地区審査の結果、可と認めます。  

 

５番、６番について、楽田地区の内容となりますが、河村委

員は一時退席であり、かつ、田中  隆委員は本日欠席のため、

楽田地区の委員は不在となることから、本申請については、中

立委員の田中  幸子委員より意見をお願いします。  

 

中立委員の田中です。 

楽田地区の委員からの異議は特にないとのことですので、５

番、６番について可と認めます。  

 

ありがとうございました。  

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました
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ので、全委員さんにお諮りします。  

第４１号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。 

  

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは、本議案について可と決定しました。  

河村委員と松山委員は席へお戻りください。  

 

【河村委員  松山委員 着席】  

 

続いて第４２号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明

について意見の決定を求めます。  

１番について、楽田地区お願いします。  

 

９番の河村です。  

１番について、地区審査の結果、可と認めます。  

 

ありがとうございました。  

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４２号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。 

  

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは、本議案について可と決定しました。  

続いて、第４３号議案、農業経営基盤強化促進法の一部を改

正する法律附則第５条第１項の規定による農用地利用集積計画

の決定について意見の決定を求めます。  

１番から３番について、城東地区お願いします。  
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宮島委員  

５番の安田です。  

１番から３番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４３号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。 

 

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは、本議案について可と決定しました。  

続いて、第４４号議案、地域計画の策定に伴う農業委員会の

意見決定について意見の決定を求めます。  

犬山地区の地域計画について、犬山地区お願いします。  

 

２番の宮田です。  

地区審議の結果、可と認めます。  

 

城東地区の地域計画、今井地区の地域計画について、城東地

区お願いします。  

 

５番の安田です。  

地区審議の結果、可と認めます。  

 

羽黒地区の地域計画について、羽黒地区お願いします。  

 

６番の斉木です。  

地区審議の結果、可と認めます。  

 

池野地区の地域計画について、池野地区お願いします。  

 

７番の宮島です。  
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地区審議の結果、可と認めます。  

 

楽田地区の地域計画について、楽田地区お願いします。  

 

９番の河村です。  

地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４４号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。 

 

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは、本議案について可と決定しました。  

続いて報告事項について事務局より報告してください。  

 

報告します。議案書の１０ページをご覧ください。報告第１

８号、農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書

受理についてです。今月の報告は２件です。  

議案書の１２ページをご覧ください。報告第１９号、農地法

第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書受理について

です。今月の報告は５件です。  

 

ありがとうございました。  

ただいまの報告につきまして、ご質問等ございましたらお願

いします。  

 

何もないようですので、報告は終了しました。  

これで本日予定しました案件は全て終了しました。  

これをもって本日の議事は終わらせていただきます。長時間

ありがとうございました。  


